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第 ３ 章 

 

危険物予防の部 
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利用にあたって 

利用にあたって 

 

  この統計は、総務省消防庁が実施した令和４年度危険物規制事務調査及び令和５年防

火対象物実態等調査等をもとに集計作成したものである。 

 

第 6・14表関係 

本籍等書換とは、氏名、本籍等免状の記載事項に変更のあった場合に行う書換を指す。 

 写真書換とは、免状取得者が交付年月日から 10年以内ごとに行わなければならない免状

の顔写真の書換を指す。 

 

第 8・10・11表関係 

 特定防火対象物とは、映画館・飲食店・百貨店・旅館・病院等消防法施行令別表第 1（1）

項から（4）項、（5）項イ、（6）項、（9）項イ、（16）項イ、（16の 2）項及び（16の 3）項

の用途に供するものをいう。 

非特定防火対象物とは特定防火対象物以外のものをいう。 

 

第 10表関係 

○甲種防火対象物とは、次のものをいう。 

・ 消防法施行令別表第１（6）項ロ、（16）項イ及び（16の 2）項の特定防火対象物（（16）

項イ及び（16の 2）項は、（6）項ロの用途が存するもの）で、収容人員が 10人以上の

もの。 

・ （6）項ロを除く特定防火対象物（（16）項イ及び（16 の 2）項は、（6）項ロの用途

部分を除く）で収容人員 30人以上かつ延べ面積 300㎡以上のもの。 

・ 非特定防火対象物で収容人員 50人以上かつ延べ面積 500㎡以上のもの。 

○乙種防火対象物とは、次のものをいう。 

・ （6）項ロを除く特定防火対象物（（16）項イ及び（16 の 2）項は、（6）項ロの用途

部分を除く）で収容人員 30人以上かつ延べ面積 300㎡未満のもの。 

・ 非特定防火対象物で収容人員 50人以上かつ延べ面積 500㎡未満のもの。 

 

第 12表関係 

防火対象物定期点検報告制度とは、一定の規模、用途の防火対象物の管理権原者が、防

火対象物点検資格者(火災の予防に関する専門知識を有し、一定の資格を有する者)に、防

火管理上必要な業務、消防法令により義務付けられている消防用設備等の設置及び維持等

について点検基準に適合しているかどうかを定期に点検させ、その結果を消防長又は消防

署長に報告する制度である。 
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危険物の概況 

危険物の概況 

 

  危険物製造所等設置状況【第１表参照】 

 

 

 令和５年３月 31日現在の県内の危険物製造所等の設置状況は、総設置数は 5,651施設と

なっている。施設の内訳をみると、地下タンク貯蔵所が 1,497施設（26.5％）と最も多く、

次いで移動タンク貯蔵所 1,230 施設（21.8％）、一般取扱所 930 施設（16.5％）、給油取扱

所 698施設（12.4％）、屋外タンク貯蔵所 559 施設（9.9％）の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造所

31件

(0.5%)
屋内貯蔵所
514件 (9.1％)

屋外タンク貯蔵所
559件 (9.9%)

製造所
31件(0.5%)

貯蔵所
3,978件(70.4%)

取扱所

1,642件

一般取扱所
930件 (16.5%)

第1種販売取扱所
3件 (0.1%)

給油取扱所
698件 (12.4%)

屋外貯蔵所
66件 (1.2%)

移送取扱所
10件

移動タンク貯蔵所
1,230件 (21.8%)

簡易タンク貯蔵所
11件 (0.2%)

地下タンク貯蔵所
1,497件（26.5%）

施 設 数 5,651件

事業所数 3,226件

屋内タンク貯蔵所
101件 (1.8%)

第2種販売取扱
所
1件 (0.02%)



61 

 

 

設置数の過去１０年間の推移は次のとおりである。 
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予防の概況 

予防の概況 

１  防火対象物の状況【第 8表参照】 

  令和 5年 3月 31日現在の防火対象物の状況は、総数で 41,186件となっている。 

  主な内訳を見ると、共同住宅等（5 項ロ）が 7,749 件（18.8％）と最も多く、次いで

工場又は作業場（12 項イ）が 6,656件（16.2％）、事業場（15項）が 6,580件（16.0％）、

倉庫（14項）4,158件（10.1％）、複合用途防火対象物（特定含）（16項イ）3,075件（7.5％）、

百貨店、マーケット等（4項）2,512件（6.1％）の順となっている。 

  なお、防火対象物数の過去 10年間の推移は次のとおりである。 

 

 

防火対象物施設総数 

 
    （※１）特定防火対象物･･･多数の者が出入りするもので政令で定めるもの。 

（消防法 17条の２の５第２項第４号） 

    （※２）非特定防火対象物･･･特定防火対象物以外のもの。 

  

（件数） 
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２  防火管理の状況【第 10表参照】 

   令和 5年 3月 31 日現在の防火管理の実施状況は、防火管理実施義務対象物 9,871件

に対し、防火管理者を選任している防火対象物は 9,023 件（選任率 91.4％）、消防計

画を作成している防火対象物は 8,618件（作成率 87.3％）となっている。 

 

３  主な消防用設備等の設置状況【第 11表参照】 

  令和 5 年 3 月 31 日現在の主な消防用設備等の設置状況は、屋内消火栓設備の設置率

86.5％、スプリンクラー設備の設置率 97.5％、自動火災報知設備の設置率 94.2％、漏電

火災警報器の設置率 98.4％、非常警報設備の設置率 94.5％、避難器具の設置率 96.6％、

誘導灯の設置率 97.0％となっている。 

 

４  防火対象物定期点検報告制度の状況【第 12 表参照】 

  令和 5年 3月 31日現在の防火対象物定期点検報告制度の実施状況を見ると、点検報告

制度の対象物は 1,190 件、点検報告件数については 876件となっている。 
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第１表  危険物製造所等設置状況（完成検査済証交付施設） 

 
 

 

令
和
５
年
３
月
３
１
日
現
在

山
形

市
9
5
9

6
9
1

7
8

6
6

3
8

2
9
8

2
0
0

1
1

2
6
8

1
0
7

8
0

1
1

1
5
9

5
7
5

上
山

市
1
5
1

1
0
6

9
1
9

3
4
8

1
2
5

1
4
5

1
6

8
2
9

9
1

天
童

市
3
3
3

2
4
3

3
3

2
5

6
8
3

1
9
4

1
1

9
0

4
8

3
4

4
2

1
3
0

西
村

山
広

域
4
0
9

2
7
8

5
1

2
7

3
1
1
8

7
6

3
1
3
1

5
8

5
1

7
3

2
5
9

村
山

市
1
1
2

1
8
6

9
6

4
3
9

1
2
6

1
2
5

1
3

9
1
2

6
5

東
根

市
3
1
9

2
0
9

5
1

4
5

1
8

6
5

1
3
7

2
1
1
0

3
4

5
2

7
6

1
2
7

尾
花

沢
市

1
2
9

8
6

5
5

2
3
1

4
3

4
3

2
1

4
2
2

7
7

最
上

広
域

4
7
1

3
2
9

2
8

3
2

9
1
4
1

1
1
9

1
4
2

6
7

3
1

7
5

3
0
1

置
賜

広
域

9
2
4

1
8

6
6
4

8
6

1
4
6

1
1

2
1
1

5
1
9
2

3
1
3

2
4
2

9
9

8
4

1
4
3

5
2
5

西
置

賜
3
7
6

3
2
5
5

3
4

3
1

1
1
1
1

7
6

2
1
1
8

4
6

3
5

7
2

2
4
6

鶴
岡

市
6
7
1

1
4
7
3

5
9

4
0

1
0

2
1
7

1
4
4

5
3

1
9
7

9
1

5
9

1
0
6

4
3
5

酒
田

地
区

7
9
7

8
5
5
8

7
1

1
1
7

2
1
7

6
1
3
5

2
1
9
8

2
6

2
9

2
3
1

9
8

7
3

2
1
0

1
2
1

3
9
5

合
計

5,
65
1

3
1

3,
97
8

5
1
4

5
5
9

3
1
7

1
0
1

1,
49
7

1
1

1,
23
0

3
5

6
6

1,
64
2

6
9
8

5
2
0

3
1

1
0

9
3
0

3,
22
6

第 １ 種

販 売 取 扱 所

第 ２ 種

販 売 取 扱 所

移 送 取 扱 所

一 般 取 扱 所

準 特 定

屋 外 タ ン ク

貯 蔵 所

特 定

屋 外 タ ン ク

貯 蔵 所

1 4 K L を 超

え る 被 け ん 引

車 型

自 家 用

給 取

地 下 タ ン ク

貯 蔵 所

簡 易 タ ン ク

貯 蔵 所

移 動 タ ン ク

貯 蔵 所

屋 外 貯 蔵 所

小 計
給 油

取 扱 所

合 計

製 造 所

貯
　
　
蔵
　
　
所

取
　
　
扱
　
　
所
　

事 業 所
小 計

屋 内

貯 蔵 所

屋 外 タ ン ク

貯 蔵 所

屋 内 タ ン ク

貯 蔵 所
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第２表  危険物製造所等設置状況（数量別及び種別） 

 
 

令
和
５
年
３
月
３
１
日
現
在

製
造

所
等

の
別

旧 法

タ ン ク

旧 法

タ ン ク

地 中

タ ン ク

岩 盤

タ ン ク

海 上

タ ン ク

2,
82

3
2,

38
5

25
3

13
9

69
80

3
11

1,
09

3
17

43
8

49
38

9

1,
03

2
6

70
3

12
1

10
1

27
39

5
24

3
35

32
3

53
27

0

98
7

12
56

1
86

20
1

5
24

1
15

13
41

4
18

1
3

1
22

9

32
2

10
20

8
24

51
46

86
22

1
10

4
80

24

11
4

1
52

17
19

4
12

10
61

58
3

11
4

21
5

11
5

93
90

3

22
5

1
28

3
22

2
2

4
4

3
19

6
18

7
2

7

24
1

16
4

12
1

1
10

5
7

4
3

6
2

2
2

2
4

3
1

4
2

1
1

1
1

2
1

1

第
  

  
 1

  
  

 類
6

1
5

5

第
  

  
 2

  
  

 類
12

1
7

7
4

4

第
  

  
 3

  
  

 類
3

3
3

第
  

  
 4

  
  

 類
5,

59
3

22
3,

94
0

47
6

55
9

3
3

17
12

10
1

1,
49

7
11

1,
23

0
35

66
1,

63
1

69
8

3
1

10
91

9

第
  

  
 5

  
  

 類
5

5
5

第
  

  
 6

  
  

 類
2

2
2

30
7

16
16

7
7

移 動 タ ン ク

貯 蔵 所

屋 外 タ ン ク

貯 蔵 所

準 特 定

屋 外 タ ン ク

特 定

屋 外 タ ン ク

簡 易 タ ン ク

貯 蔵 所

給 油 取 扱 所

取
　

　
　

扱
　

　
　

所

小 　 計

屋 外 貯 蔵 所

1 4 K L を 超

え る 被 け ん 引

車 型

20
0倍

を
超

え
 1

,0
00

倍
以

下

1,
00

0倍
を

超
え

 5
,0

00
倍

以
下

5,
00

0倍
を

超
え

 1
0,

00
0倍

以
下

10
,0

00
倍

を
超

え
る

も
の

貯
　

　
　

蔵
　

　
　

所

一 般 取 扱 所

特 定

移 送 取 扱 所

移 送 取 扱 所

第 2 種

販 売 取 扱 所

第 1 種

販 売 取 扱 所

数 量 別

5倍
以

下

5倍
を

超
え

 1
0倍

以
下

10
倍

を
超

え
 5

0倍
以

下

50
倍

を
超

え
 1

00
倍

以
下

類 別

単 独

混
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 在

10
0倍

を
超

え
 1

50
倍

以
下

15
0倍

を
超

え
 2

00
倍

以
下

製 造 所

小 　 計

屋 内 貯 蔵 所

屋 内 タ ン ク

貯 蔵 所

地 下 タ ン ク

貯 蔵 所

計

区
  

  
分
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第３表  危険物施設別立入検査実施数 

第４表  危険物施設事故発生状況 

第

表  平成３１年度（令和元年度）危険物取扱者試験実施状況 

第
３

表
　

危
険

物
施

設
別

立
入

検
査

実
施

数
令
和
４
年
４
月
１
日
～
令
和
５
年
３
月
３
１
日

施
設

総
数

5
,
6
5
1

3
1

3
,
9
7
8

5
1
4

5
5
9

1
0
1

1
,
4
9
7

1
1

1
,
2
3
0

6
6

1
,
6
4
2

6
9
8

3
1

1
0

9
3
0

検
査

施
設

数
2
,
3
3
6

2
1

1
,
5
3
1

1
6
8

1
7
8

2
1

2
9
8

4
8
2
2

4
0

7
8
4

4
5
1

1
1
0

3
2
2

延
回

数
2
,
4
8
1

2
1

1
,
5
5
9

1
6
9

1
8
4

2
1

3
1
7

4
8
2
4

4
0

9
0
1

5
3
4

1
1
0

3
5
6

検
査

率

（
検

査
施

設
数

/
施

設
総

数
）

4
1
.
3
%

6
7
.
7
%

3
8
.
5
%

3
2
.
7
%

3
1
.
8
%

2
0
.
8
%

1
9
.
9
%

3
6
.
4
%

6
6
.
8
%

6
0
.
6
%

4
7
.
7
%

6
4
.
6
%

3
3
.
3
%

0
.
0
%

1
0
0
.
0
%
3
4
.
6
%

事
故
別

年
別
(
暦
年
）

令
和
４
年

9
2

1
6

2
1

1
令
和
３
年

1
6

1
3

1
1
2

6
令
和
２
年

1
7

3
1

5
1

1
9

5
1

平
成
３
１
年

8
2

2
4

2
2

2
1

1
平
成
３
０
年

1
3

1
7

2
5

1
1

1
平
成
２
９
年

7
1

4
1

2
1

平
成
２
８
年

8
1

1
5

1
1

2
平
成
２
７
年

1
2

1
9

2
2

平
成
２
６
年

4
1

1
3

2
平
成
２
５
年

1
0

1
2

5
1

4
1

1
平
成
２
４
年

1
6

1
1

2
9

1
1

6
1

負
傷
者

人
的

被
害

（
人

）

そ
の
他
（
衝
突
・
破
損
・
コ
ン
タ
ミ
等
）

人
的

被
害

（
人

）

死
者

第 1 種

販 売 取 扱 所

取
　
　
扱
　
　
所
　

発
生

件
数

火
 
 
災

う
ち

損
害

額

1
0
0
万

円

以
上

う
ち

損
害

額

1
0
0
0
万

円

以
上

流
　
出

死
者

屋 外 貯 蔵 所

一 般 取 所

人
的

被
害

（
人

）

移 動 タ ン ク

貯 蔵 所

小 　 計

う
ち

損
害

額

1
0
0
万

円

以
上

う
ち

損
害

額

1
0
0
0
万

円

以
上

発
生

件
数

う
ち

損
害

額

1
0
0
0
万

円

以
上

屋 内 タ ン ク

貯 蔵 所

小 　 計

地 下 タ ン ク

貯 蔵 所

負
傷
者

死
者

負
傷
者

発
生

件
数

簡 易 タ ン ク

貯 蔵 所

屋 内 貯 蔵 所

う
ち

損
害

額

1
0
0
万

円

以
上

発
生

件
数

合
計

第
４

表
　

危
険

物
施

設
事

故
発

生
状

況

給 油 取 扱 所

第 ２ 種

販 売 取 扱 所

移 送 取 扱 所

貯
　
　
蔵
　
　
所

計
製 造 所

屋 外 タ ン ク

貯 蔵 所
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第６表 平成３１年度（令和元年度）危険物取扱者免状交付等状況 

 

実施状況 

 

 

 

 

 

第５表　令和４年度危険物取扱者試験実施状況

申請者 受験者 合格者 合格率

166 132 48 36.4% 第１回

104 96 65 67.7% 第２回

71 71 51 71.8% 第３回

112 105 73 69.5% 第４回

2,214 1,993 623 31.3% 第５回

98 95 65 68.4% 第６回

101 96 71 74.0% 第７回

2,700 2,456 948 38.6% 第８回

358 333 165 49.5% 第９回

3,224 2,921 1,161 39.7% 第１０回

第６表　令和４年度危険物取扱者免状交付等状況

第１類 第２類 第３類 第４類 第５類 第６類 計

46 67 55 71 604 64 69 930 156 1,132

1,691 2,614 2,349 2,617 63,140 2,365 3,731 76,816 42,992 121,499

18

1,526

うち同時
（写真+本籍等）

126再交付

書
換

写真書換

合計
乙種

甲種 丙種

１０月２２日（土）

本籍等書換

59

甲種

第１類

第２類

第３類

第４類

累計（S35～R4）

新規交付

丙種

計

乙
種

第５類

第６類

合計

１１月１９日（土）

１２月１０日（土）

１月２８日（土）

一般試験実施日

５月２８日（土）

６月１８日（土）

６月２５日（土）

７月２３日（土）

８月２７日（土）

１０月１５日（土）
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第７表 平成３１年度（令和元年度）危険物取扱者保安講習実施状況 

 

 

第７表　令和４年度危険物取扱者保安講習実施状況

講習日 申請者数 受講者数

8月19日 　庄内総合支庁 三川町 108 107

8月26日 　置賜総合支庁 西置賜地域振興局 長井市 42 42

8月31日 　置賜総合支庁 米沢市 67 67

9月9日 　最上総合支庁 新庄市 66 65

9月15日 　庄内総合支庁 三川町 91 90

9月29日 　山形国際交流プラザ（ビッグウイング） 山形市 178 177

10月13日 　村山総合支庁 北村山地域振興局 村山市 48 48

10月20日 　村山総合支庁 西村山地域振興局 寒河江市 57 56

12月2日 　村山総合支庁 山形市 31 29

-   オンライン（第１回） - 35 35

-   オンライン（第２回） - 26 26

-   オンライン（第３回） - 19 19

768 761

10月28日 　酒田市総合文化センター 酒田市 32 32

-   オンライン（第１回） - 0 0

-   オンライン（第２回） - 7 7

-   オンライン（第３回） - 5 5

44 44

8月18日 　庄内総合支庁 三川町 103 103

8月19日 　庄内総合支庁 三川町 101 100

8月25日 　置賜総合支庁 西置賜地域振興局 長井市 56 56

8月26日 　置賜総合支庁 西置賜地域振興局 長井市 30 30

8月30日 　置賜総合支庁 米沢市 94 94

8月31日 　置賜総合支庁 米沢市 79 78

9月8日 　最上総合支庁 新庄市 70 70

9月16日 　庄内総合支庁 三川町 108 106

9月28日 　山形国際交流プラザ（ビッグウイング） 山形市 194 192

9月29日 　山形国際交流プラザ（ビッグウイング） 山形市 193 192

10月7日 　置賜総合支庁 米沢市 75 74

10月13日 　村山総合支庁 北村山地域振興局 村山市 61 61

10月21日 　村山総合支庁 西村山地域振興局 寒河江市 41 40

10月21日 　村山総合支庁 西村山地域振興局 寒河江市 52 52

10月27日 　庄内総合支庁 三川町 73 71

12月1日 　村山総合支庁 山形市 46 46

12月2日 　村山総合支庁 山形市 30 30

-   オンライン（第１回） - 65 65

-   オンライン（第２回） - 67 67

-   オンライン（第３回） - 38 38

1,576 1,565

2,388 2,370合計（①+②＋③）

小計②

石油コンビナート講習

小計③  

一般講習
（その他）

会場

給油取扱所講習

小計①
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第８表  防火対象物の状況（その１） 
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第９表  防火対象物の状況（その２） 
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選任率（％） 作成率（％）

イ劇場等 60 57 95.0% 55 91.7%

ロ公会堂等 623 500 80.3% 479 76.9%

イキャバレー等 0 0 0

ロ遊技場等 85 81 95.3% 78 91.8%

ハ性風俗営業店舗等 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

ニカラオケボックス等 23 22 95.7% 21 91.3%

イ料理店等 24 20 83.3% 19 79.2%

ロ飲食店等 822 710 86.4% 634 77.1%

4 百貨店等 1,558 1,406 90.2% 1,351 86.7%

イ旅館等 571 547 95.8% 523 91.6%

ロ共同住宅等 436 367 84.2% 361 82.8%

イ病院等 194 189 97.4% 187 96.4%

ロ老人短期入所施設等 419 404 96.4% 395 94.3%

ハ老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ等 610 583 95.6% 562 92.1%

ニ幼稚園等 66 64 97.0% 63 95.5%

7 学校 459 454 98.9% 450 98.0%

8 図書館等 62 60 96.8% 56 90.3%

イ特殊浴場等 2 2 100.0% 1 50.0%

ロ一般浴場 35 31 88.6% 25 71.4%

10 停車場等 1 1 100.0% 1 100.0%

11 神社・寺院等 432 373 86.3% 344 79.6%

イ工場等 577 549 95.1% 521 90.3%

ロテレビスタジオ等 0 0 0

イ駐車場等 16 13 81.3% 13 81.3%

ロ航空機格納庫 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

14 倉庫 59 58 98.3% 58 98.3%

15 事務所等 1,037 974 93.9% 945 91.1%

イ複合用途（特定） 1,454 1,330 91.5% 1,262 86.8%

ロ複合用途（一般） 223 205 91.9% 193 86.5%

16の２ 地下街 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

16の３ 準地下街 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

17 文化財 23 23 100.0% 21 91.3%

9,871 9,023 91.4% 8,618 87.3%

6,511 5,915 90.8% 5,630 86.5%

1

3

9

消防計画を作成して
いる防火対象物数

2

合     計

特定防火対象物

5

12

13

16

6

第10表　防火管理実施状況

合　　計
防火管理
実施義務
対象物数

防火管理者を選任し
ている防火対象物数
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選任率（％） 作成率（％） 選任率（％） 作成率（％）

55 52 94.5% 50 90.9% 5 5 100.0% 5 100.0%

466 445 95.5% 437 93.8% 157 55 35.0% 42 26.8%

80 77 96.3% 75 93.8% 5 4 80.0% 3 60.0%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

22 21 95.5% 20 90.9% 1 1 100.0% 1 100.0%

23 20 87.0% 19 82.6% 1 0.0% 0.0%

391 344 88.0% 321 82.1% 431 366 84.9% 313 72.6%

1,207 1,139 94.4% 1,110 92.0% 351 267 76.1% 241 68.7%

533 511 95.9% 491 92.1% 38 36 94.7% 32 84.2%

429 361 84.1% 356 83.0% 7 6 85.7% 5 71.4%

189 185 97.9% 183 96.8% 5 4 80.0% 4 80.0%

419 404 96.4% 395 94.3%

548 529 96.5% 522 95.3% 62 54 87.1% 40 64.5%

66 64 97.0% 63 95.5%

457 453 99.1% 449 98.2% 2 1 50.0% 1 50.0%

55 54 98.2% 51 92.7% 7 6 85.7% 5 71.4%

2 2 100.0% 1 50.0%

22 20 90.9% 20 90.9% 13 11 84.6% 5 38.5%

1 1 100.0% 1 100.0%

294 255 86.7% 236 80.3% 138 118 85.5% 108 78.3%

546 518 94.9% 490 89.7% 31 31 100.0% 31 100.0%

#DIV/0! #DIV/0!

9 6 66.7% 6 66.7% 7 7 100.0% 7 100.0%

#DIV/0! #DIV/0!

48 48 100.0% 48 100.0% 11 10 90.9% 10 90.9%

829 784 94.6% 771 93.0% 208 190 91.3% 174 83.7%

1,319 1,223 92.7% 1,165 88.3% 135 107 79.3% 97 71.9%

216 200 92.6% 190 88.0% 7 5 71.4% 3 42.9%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

17 17 100.0% 15 88.2% 6 6 100.0% 6 100.0%

8,241 7,731 93.8% 7,484 90.8% 1,630 1,292 79.3% 1,134 69.6%

5,318 5,014 94.3% 4,851 91.2% 1,193 901 75.5% 779 65.3%

（単位：件）　令和５年３月３１日現在
乙　　種　　防　　火　　対　　象　　物

防火管理
実施義務
対象物数

防火管理者を選任し
ている防火対象物数

消防計画を作成して
いる防火対象物数

甲　　種　　防　　火　　対　　象　　物　
防火管理者を選任し
ている防火対象物数

消防計画を作成して
いる防火対象物数

防火管理
実施義務
対象物数
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イ劇場等 33 32 97.0 13 13 100.0 60 59 98.3 4 4 100.0 44 42 95.5

ロ公会堂等 162 140 86.4 3 3 100.0 496 473 95.4 148 147 99.3 638 512 80.3

イキャバレー等 1 1

ロ遊技場等 26 25 96.2 4 4 100.0 95 95 100.0 16 16 100.0 74 74

ハ性風俗営業店舗等

ニカラオケボックス等 24 24 100.0 1 1 100.0 2 2

イ料理店等 13 11 84.6 20 19 95.0 4 4 100.0 4 4

ロ飲食店等 28 23 82.1 427 419 98.1 113 111 98.2 343 335

4 百貨店等 233 229 98.3 64 64 100.0 1,407 1,403 99.7 150 148 98.7 664 658 99.1

イ旅館等 254 250 98.4 23 23 100.0 1,095 1,042 95.2 252 252 100.0 219 215 98.2

ロ共同住宅等 170 93 54.7 21 3 14.3 1,502 1,305 86.9 560 533 95.2 137 99

イ病院等 62 61 98.4 83 80 96.4 477 474 99.4 103 103 100.0 202 201

ロ
老人短期入所施設
等

77 70 90.9 576 571 99.1 595 595 100.0 31 31 100.0 125 122 97.6

ハ
老人デイサービス
センター等

103 91 88.4 46 46 100.0 892 886 99.3 89 89 100.0 133 131 98.5

ニ幼稚園等 38 38 100.0 3 3 100.0 104 104 100.0 20 20 100.0 15 14

7 学校 619 614 99.2 858 855 99.7 87 87 100.0 216 208 96.3

8 図書館等 29 28 96.6 77 77 100.0 14 14 100.0 20 20

イ特殊浴場等 3 3 100.0 1 1 100.0 2 2

ロ一般浴場 12 11 91.7 31 31 100.0 7 7 100.0 15 15

10 停車場等 3 2 66.7 15 15 100.0 4 4 100.0

11 神社・寺院等 17 9 52.9 121 117 96.7 154 150 97.4 411 383 93.2

イ工場等 1,230 1,125 91.5 5 5 100.0 3,302 3,197 96.8 344 341 99.1 84 80

ロテレビスタジオ等 5 5 100.0 1 1 100.0

イ駐車場等 1 1 100.0 178 174 97.8 4 3

ロ航空機格納庫 5 5 100.0

14 倉庫 399 317 79.5 1 1 100.0 1,624 1,537 94.6 103 102 99.0 22 20

15 事務所等 1 1 100.0 1,521 1,294 85.1 320 318 99.4 787 776 98.6

イ複合用途（特定） 579 347 59.9 7 7 100.0 1,768 1,525 86.3 304 301 99.0 424 418 98.6

ロ複合用途（一般） 212 205 96.7 191 191 100.0 277 263 95.0 95 93 97.9 73 70 95.9

16の2 地下街 41 34 1 1

16の3 準地下街

17 文化財 122 112 91.8 2 2 100.0 4 3

18 アーケード 4 3

4,350 3,764 86.5 1,042 1,016 97.5 17,097 16,104 94.2 2,926 2,879 98.4 4,663 4,408 94.5

1,649 1,351 81.9 823 815 99.0 7,463 7,121 95.4 1,236 1,228 99.4 2,890 19 0.7

※　設備設置数には、消防法第17条の２の５、同法施行令第32条等に基づく特例を含む。

3

16

合　　　　計

特定防火対象物

6

9

12

13

設置
率％

対象
物数

5

2

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備

対象
物数

設置
数

設置
率％

1

警報設備

自動火災報知設備 漏電火災警報器

対象
物数

設置
数

設置
数

設置
率％

消火設備

対象
物数

設置
数

設置
率％

非常警報設備

対象
物数

設置
数

設置
率％

第11表　消防用設備等の設置状況（主なもの）及び点検報告状況
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13 10 76.9 57 55 96.5 63 45 47 37 45 45 27 27

140 123 87.9 744 646 86.8 1,021 147 1 623 141 1 148 147 1 109 108 1

5 2 40.0 5

19 19 100.0 104 104 100.0 102 62 2 73 51 2 62 62 36 36

1 1

8 8 100.0 24 24 100.0 19 1 15 1 1 1 1 1

7 7 100.0 31 30 96.8 30 7 1 15 6 1 8 7 1 4 3 1

215 201 93.5 1,127 1,112 98.7 1,596 36 1 424 14 67 36 31 17 14 3

43 41 95.4 2,230 2,207 99.0 2,555 614 2 1,310 414 1 621 614 7 408 408

323 321 99.4 873 855 97.9 1,132 316 30 675 204 16 350 316 34 208 201 7

982 970 98.8 262 256 97.7 7,663 792 2,171 544 778 778 294 294

77 72 93.5 853 853 100.0 855 117 3 671 101 3 121 117 4 71 67 4

47 45 95.7 589 589 100.0 589 226 502 200 226 226 171 171

99 96 97.0 1,123 1,117 99.5 1,193 171 1 951 120 174 171 3 80 77 3

44 44 100.0 109 108 99.1 101 48 1 87 43 1 48 48 27 27

188 176 93.6 197 192 97.5 914 662 645 481 643 643 408 408

6 6 100.0 55 53 96.4 91 33 71 27 31 31 20 20

1 1 100.0 5 5 100.0 4 3

2 2 100.0 52 52 100.0 57 10 36 8 10 10 6 6

7 7 100.0 25 9 18 9 9 9 4 4

16 15 93.8 70 66 94.3 985 54 385 44 50 50 29 29

38 38 100.0 737 712 96.6 6,625 1,803 3,487 1,373 1,739 1,739 1,193 1,193

2 2 100.0 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 100.0 70 60 85.7 673 88 358 68 85 85 39 39

2 2 100.0 4 2

22 22 100.0 344 309 89.8 4,145 665 2,120 462 644 644 358 358

233 231 99.1 1,150 1,055 91.7 6,375 1,169 3,122 823 1,110 1,110 606 606

424 399 94.1 2,297 2,248 97.9 3,083 553 16 1,439 420 25 578 552 26 334 314 20

108 106 98.2 233 229 98.3 1,464 140 356 99 137 137 60 60

4 3 75.0 8 6 75.0 124 5 103 5 4 4 2 2

3,060 2,957 96.6 13,361 12,957 97.0 41,494 7,774 58 19,710 5,696 50 7,690 7,583 107 4,513 4,474 39

1,460 1,387 95.0 10,172 9,956 97.9 12,348 2,343 58 6,835 1,752 50 2,449 2,342 107 1,493 1,454 39

設置
数

設置
率％

要点検
防火対
象物数

うち
1000㎡
以上

設置
率％

特定1
階段

避難設備

避難器具

1000㎡
以上

特定1
階段

対象
物数

設置
数

誘導灯

対象
物数

(単位：件)  令和５年３月３１日現在

報告済
対象物
数

特定1階

段(1000

㎡未満)

報告済
防火対
象物数

うち
1000㎡
以上

点検指定防火対象物

要点検
対象物
数

特定1階

段(1000

㎡未満)

1000㎡
以上
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0
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0
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0
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第
1
2
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取
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1
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当
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2
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当
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第
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第
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第 15表 平成 31年度（令和元年度）消防設備士法定 

 

  


